
教 福 第 1 9 2 号

平成27年６月22日

各 課 長

各 教 育 局 長 様

各所管機関（道立学校を除く）の長

教育職員局福利課長

「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」の見直しについて（通知）

標記の件について、「道立学校職員等のメンタルヘルス計画（平成17年度策定）」の見直しを行いました

ので通知します。

ついては、次の事項に留意の上、所属職員の心の健康の保持・増進に向けた取組の一層の充実に努めてく

ださい。

なお、別添写しのとおり各道立学校長及び各市町村教育委員会教育長あて通知しております。

記

1 「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」の見直しについて

(1) 見直しの経過

平成17年度の計画策定から10年を経過したことから、平成26年度に道立学校職員等の聴き取り調

査等を実施し、学校現場の要望・意見等を踏まえて計画の見直しを行ったこと。

(2) 見直しの主な内容

見直しの主な内容は、計画の別紙「道立学校職員等のメンタルヘルス計画（予防の取組）」の概要の

「今後の取組」欄に示したとおりであること。

ア 現行の取組の改善・充実は11項目

イ 新規の取組は8項目

２ 取組の留意点

(1) ストレスチェックについて

ア 労働安全衛生法の一部改正（平成２７年１２月１日施行）に伴い創設される「ストレスチェック制

度」の実施に係る詳細については、現在、当課において検討しており、今後内容が決まり次第別途連

絡する予定であること。

イ 「ストレスチェック制度」が施行されるまでの間は、福利課のホームページにおいて、各個人によ

る自動判定のストレスチェック（厚生労働省ホームページ「こころの耳」へリンク）を掲載している

ので、その活用について職員に周知すること。

(2) 衛生委員会について

衛生委員会を設置している所属においては、「衛生委員会活性化の手引き」を参考にし、衛生委員会

の活性化に努めること。

(3) 研修事業について

ア 各所属における職員研修において、研修用ＤＶＤ（福利課及び各教育局で保管）などの各種研修資

料を活用するなどして、研修の実施に努めること。

イ 教育局においては、ヘルスアップセミナー、健康講話等の講師派遣事業を活用し研修の実施に努め

ること。

(4) 情報提供等について

ア 福利課や公立学校共済組合北海道支部のホームページ、共済だよりなどの関連情報の活用について

職員に周知すること。

イ 平日の夜間や土・日曜日等に受診できる心療内科等の情報を福利課ホームページに掲載しているの

で、職員に周知すること。

(5) 相談事業について

心の健康総合相談室の一層の利活用について職員に周知すること。

（健康管理グループ）



○写
教 福 第 1 9 2 号

平成27年６月22日

各 道 立 学 校 長 様

北海道教育庁教育職員局福利課長

「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」の見直しについて（通知）

標記の件について、「道立学校職員等のメンタルヘルス計画（平成17年度策定）」の見直しを行うととも

に、当該計画に基づく今年度の重点取組事項等を資料1～4のとおり定めたので、通知します。

各学校においては、「メンタルヘルス・アクションプラン」の策定や「職場研修」の実施、衛生委員会の

活性化等、職員の心の健康の保持・増進に向けた取組の一層の充実に努めていただきますようお願いします。

記

1 「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」の見直し

（1） 見直しの経過

平成17年度の計画策定から10年を経過したことから、平成26年度に道立学校職員等の聴き取り

調査等を実施し、学校現場の要望・意見等を踏まえて計画の見直しを行ったこと。

（2） 見直しの主な内容

見直しの主な内容は、計画の別紙「道立学校職員等のメンタルヘルス計画（予防の取組）」の概要

の「今後の取組」欄に示したとおりであること。

ア 現行の取組の改善・充実は11項目

イ 新規の取組は8項目

（3） 添付資料

ア 学校の主な取組は、「平成27年度メンタルヘルス対策の重点取組事項【資料1】」のとおりで

あり、その具体の内容は、【資料2】から【資料4】に示していること。

2 平成27年度メンタルヘルス対策の重点取組事項【資料1】

「学校等の取組」欄に記載の項目に基づいて、今年度の学校の重点取組事項を定めること。

3 メンタルヘルス・アクションプランの策定要領【資料2】

学校の重点取組事項を盛り込んだ「メンタルヘルス・アクションプラン」を策定すること。

4 メンタルヘルスに係る研修事業の実施方針【資料3】

当該実施方針に基づき、職場研修を年に一度実施するとともに、管理職について年に一度の管理職研修

の受講機会を確保すること。

5 衛生委員会活性化の手引き【資料4】

当該手引きにより、衛生委員会の趣旨や進め方等の理解を深め、衛生委員会の活性化に努めること。

６ その他

今回の計画見直しについて、産業医・健康管理医への情報提供に努めること。

（健康管理グループ）



○写
教 福 第 1 9 2 号

平成27年６月22日

各市町村教育委員会教育長 様

北海道教育庁教育職員局福利課長

「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」の見直しについて（通知）

標記の件について、平成17年度に策定した「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」が計画策定から10

年を経過したことから、計画の見直しを行い、新たに「道立学校職員等のメンタルヘルス計画」を策定し、

別添写しのとおり道立学校長あて通知しましたので参考として送付します。

つきましては、貴管下学校職員の心の健康の保持・増進に向けた取組の参考としていただきますようお願

いします。

（健康管理グループ）


